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在
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施
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定
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四

○
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在
者
投
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管
理
者
を
置
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施
設
の
指
定
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消
し
…
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四

規

則
（
公
）

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
四

公

告

○
街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
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…

…
…（
都
市
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局
都
市
づ
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画
課
）…
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

墨
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
墨
田
第
二
・
二

・
五
号
吾
嬬
東
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

墨
田
区
立
花
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

墨
田
区
立
花
二
丁
目
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

品
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
四
・
九

十
二
号
天
王
洲
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

品
川
区
東
品
川
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
四

月
三
十
日

あ
き
る
野
市
引

田
字
阿
岐
野
三

十
六
番
四
及
び

同
番
五
の
各
一

部

延
長三

四
・
六
〇

幅
員

四
・
二
〇

同
右

同
右

あ
き
る
野
市
引

田
字
阿
岐
野
二

十
七
番
一
並
び

に
同
番
五
、
同

番
十
二
及
び
同

番
十
三
の
各
一

部
、
同
番
十
四
、

二
十
八
番
一
並

び
に
同
番
六
の

一
部

延
長六

四
・
〇
五

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

同
右

あ
き
る
野
市
引

田
字
阿
岐
野
五

延
長六

六
・
五
二
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十
五
番
一
の
一

部
、
同
番
二
、

同
番
九
、
六
十

五
番
二
の
一
部
、

六
十
六
番
五
の

一
部
、
同
番
六
、

六
十
七
番
二
及

び
同
番
三
の
一

部

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

同
右

あ
き
る
野
市
引

田
字
阿
岐
野
六

十
八
番
三
の
一

部

延
長三

三
・
八
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
曙

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並

び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
七
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
杉
並
区
下
井
草
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

セ
レ
ン
及
び

そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
六
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

武
陽
液
化
ガ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
下

敬
一

二

所
在
地

羽
村
市
神
明
台
四
丁
目
七
番
地
の
六

三

認
定
の
内
容

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十

六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
認
定

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

竜

泉

台
東
区
竜
泉
二
丁
目
十
番
八
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

竜

泉
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

台
東
区
竜
泉
二
丁
目
十
番
八
号

サ
ニ
ー
ラ
イ
フ
大
森
南

大
田
区
大
森
南
四
丁
目
十
五
番
一
号

慈
誠
会
・
光
が
丘
病
院

練
馬
区
光
が
丘
二
丁
目
十
一
番
一
号

慈
誠
会
・
光
が
丘
介
護
医
療

院

練
馬
区
光
が
丘
二
丁
目
十
一
番
一
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し

て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

三

ノ
輪

台
東
区
三
ノ
輪
一
丁
目
二
十
七
番
十

一
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

三

ノ
輪
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

台
東
区
三
ノ
輪
一
丁
目
二
十
七
番
十

一
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

千

束

台
東
区
千
束
三
丁
目
二
十
八
番
十
三

号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

千

束
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

台
東
区
千
束
三
丁
目
二
十
八
番
十
三

号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

蔵

前

台
東
区
蔵
前
二
丁
目
十
一
番
七
号

目
蒲
病
院

大
田
区
下
丸
子
三
丁
目
二
十
三
番
三

号

介
護
老
人
保
健
施
設

ろ
う

け
ん
く
が
や
ま

世
田
谷
区
北
烏
山
二
丁
目
十
四
番
二

十
号

有
料
老
人
ホ
ー
ム

フ
ラ
ン

シ
ス
コ
・
ヴ
ィ
ラ

世
田
谷
区
上
用
賀
三
丁
目
十
九
番
八

号

河
北
総
合
病
院

分
院

杉
並
区
阿
佐
谷
北
一
丁
目
六
番
二
十

号

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
６
月
２５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
第
４
号
コ
シ
中
「
サ
」
を
「
ス
」
に
改
め
、
同
号

コ
シ
を
同
号
コ
セ
と
し
、
同
号
コ
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
が
医
師
の
指
示
に
基

づ
く
緊
急
訪
問
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ス
助
産
師
が
緊
急
訪
問
の
た
め
使
用
中
の
車
両

第
２
条
第
２
項
中
「
別
記
様
式
第
３
の
申
請
書
に
よ
り
」
及
び

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
申
請
書
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
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て
、
」
の
次
に
「
別
記
様
式
第
３
の
申
請
書
に
よ
り
」
を
加
え
、
同

項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
３
項
第
１
号
イ
及
び
ウ
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。イ
当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る
書
面

ウ
第
１
項
第
３
号
コ
ケ
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
に
該
当
す
る
こ
と

を
疎
明
す
る
書
面
（
ア
の
書
面
で
は
当
該
車
両
に
該
当
す
る

こ
と
を
疎
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。
）

第
２
条
第
３
項
第
２
号
イ
中
「
の
住
民
票
の
写
し
」
を
「
が
本
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
面
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項

中
「
第
３
条
の
２
第
７
項
」
を
「
第
３
条
の
２
第
９
項
」
に
、
「
第

４
号
コ
」
を
「
第
１
項
第
４
号
コ
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
別

記
様
式
第
４
の
４
」
を
「
別
記
様
式
第
４
」
に
改
め
、
同
条
第
８
項

中
「
別
記
様
式
第
４
の
５
の
記
載
事
項
変
更
届
出
書
」
を
「
別
記
様

式
第
４
の
２
の
記
載
事
項
変
更
届
」
に
改
め
る
。

第
３
条
の
２
第
１
項
第
４
号
及
び
同
条
第
２
項
第
４
号
中
「
お
よ

そ
不
可
能
」
を
「
困
難
」
に
改
め
、
同
条
第
１０項

中
「
第
６
項
」
を

「
第
８
項
」
に
、
「
交
付
を
受
け
た
警
察
署
長
に
返
納
し
な
け
れ

ば
」
を
「
廃
棄
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
１３項

と
し
、

同
条
第
９
項
中
「
第
６
項
」
を
「
第
８
項
」
に
、
「
第
５
項
」
を

「
第
７
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
１２項

と
し
、
同
条
第
８
項
中

「
第
６
項
」
を
「
第
８
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
５
」
を
「
別
記
様

式
第
５
の
２
」
に
改
め
、
「
申
請
し
、
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

１０項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

１１
第
８
項
の
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
駐
車
許

可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
様

式
第
５
の
３
の
記
載
事
項
変
更
届
に
記
載
事
項
の
変
更
を
証
す
る

書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
警
察
署
長
に
提
出
し
、
当
該
駐
車
許
可

証
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
３
条
の
２
第
７
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同
条
第
６
項
中
「
別

記
様
式
第
５
の
２
」
を
「
別
記
様
式
第
５
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
８
項
と
し
、
同
条
第
５
項
を
同
条
第
７
項
と
し
、
同
条
第
４
項
中

「
前
項
」
を
「
第
３
項
」
に
改
め
、
第
４
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条

第
５
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

６
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
駐
車
し
よ
う
と
す
る
場
所

を
管
轄
す
る
警
察
署
長
が
必
要
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
第

１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
又
は
全
部
を
添
付
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

第
３
条
の
２
第
３
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

４
前
項
の
申
請
書
は
、
用
務
の
性
質
上
、
駐
車
し
よ
う
と
す
る
場

所
が
２
以
上
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
場
合
は
、
そ
の
い

ず
れ
か
の
警
察
署
長
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

第
１２条

第
２
項
第
２
号
中
「
免
許
証
」
を
「
運
転
免
許
証
（
以
下

「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３
か
ら
別
記
様
式
第
４
の
２
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。
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別
記
様
式
第
４
の
３
か
ら
別
記
様
式
第
４
の
５
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
５
及
び
別
記
様
式
第
５
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
交
付
し
た
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

前
の
東
京
都
道
路
交
通
規
則
別
記
様
式
第
５
の
２
の
駐
車
許
可
証

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
道
路
交
通
規
則
別
記
様

式
第
５
の
駐
車
許
可
証
と
み
な
す
。

公

告

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

杉
並
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

杉
並
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

杉
並
区
（
高
円
寺
南
四
丁
目
地
区
）
の
街

区
境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

杉
並
区
高
円
寺
南
四
丁
目
地
区

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

別
記
様
式
第
５
の
２
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。
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